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＜概要＞ 

（事象の発生状況） 

・ 平成21年７月７日、定期検査で停止中の４号機のタービンを設置している建物で、

放射線を管理している区域内の空気が、点検のため水を抜いていた配管の開口部か

ら、管理区域外に流出していたことを確認しました。 

・ 調査の結果、放射性物質は検出されませんでした。 

・ 現在、空気の流出は停止しています。 

（今後の対応） 

・ 今後、原因について詳細に調査します。 

（安全性、外部への影響） 

・ 周辺環境への放射能の影響はありません。 

（公表区分） 

・ 本事象は公表区分Ⅲ（信頼性向上のために公表する事象）としてお知らせする

ものです。 

詳細は以下のとおりです。 

 

１．事象の発生状況 

定期検査で停止中の４号機タービン建屋において、平成21年６月22日からタービン

補機冷却系配管＊１(以下、当該配管)内の水を抜いて点検作業をしていたところ、７月１

日、弁の点検中に記録用紙＊２が一枚配管の中に吸い込まれる事象が発生しました。その

後、記録用紙の回収準備ならびに空気の吸い込み状況についての調査を行っておりまし

たが、タービン建屋(管理区域＊３)内の空気が、点検のため水を抜いていた当該配管の開

口部から当該配管を経由して海水熱交換器建屋＊４(非管理区域)に流出していたことを、

７月７日午後７時頃、確認しました。 

その後、当該配管の開口部(管理区域)とその周辺の空気、ならびに海水熱交換器建屋

内の配管開口部とその周辺の空気を測定した結果、放射性物質は検出されなかったこと

から、外部への放射性物質の放出はなかったものと評価しております。 

現在、海水熱交換器建屋の空調を停止したことにより、海水熱交換器建屋（非管理区

域）への空気の流出は停止しています。 

 

２．今後の対応 

今後、原因について詳細に調査します。 

 

３．安全性、外部への影響 

空間線量率を測定するために発電所敷地周辺に設置されているモニタリングポストの

値は、通常の変動の範囲内であり、周辺環境への放射能の影響はありません。 

 

以 上 



 

 

＊１ タービン補機冷却系配管 

タービン建屋内にあるポンプの軸受や熱交換器等の機器を冷却する系統。 

 

＊２ 記録用紙 

    弁の接合部の型を写し取るための紙。用紙の配管への吸い込みについては、不適合事象と

して７月２日に審議済み。 

 

＊３ 管理区域 

    放射線による無用な被ばくを防止するため、また、放射性物質による放射能汚染の拡大防

止をはかるために管理を必要とする区域。 

 

＊４ 海水熱交換器建屋 

原子炉建屋およびタービン建屋内で使用する機器の冷却水を、海水で熱交換し冷やすため

の機器を設置している建屋。 
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タービン建屋・海水熱交換器建屋　タービン補機冷却系統概略図

排気筒

給気ファン
給気ファン

排気ファン 排気ファン

空気の流れ

　　　　：点検のため弁を取り外している状態

　　　　：弁が開いている状態
　
　　　　：弁が閉じている状態

空気の流れ
配管開口部１４箇所
（１１箇所から吸い込み）

配管開口部１１箇所
（４箇所から流出）

配管開口部３箇所
（１箇所から吸い込み）

トレンチ
（配管を通すトンネル）

※通常、タービン補機冷却系の配管は
水が満水状態になっているが、作業の
ため抜水し、水のない状態となってい
た。
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